
（平成２５年９月１９日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 15 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 12 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 19 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 8 件



                      

関東（長野）国民年金 事案 5216 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月から 47 年３月まで 

  私は、昭和 40 年６月に結婚した後は、国民年金保険料は自分で納付

し、46 年４月にＡ市Ｂ地区に転居した際も住所変更手続をきちんと行

い、送付された納付書によりＢ地区内にある同市役所の出張所で申立期

間の保険料を納付した。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、送付された納付書によりＡ市役所の出張所で申立期間の保険

料を納付したと申し立てているところ、同市では申立期間には納付書によ

る納付が開始されており、申立内容と一致する。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 38 年８月頃に払い出されたと推認され、この

ことからすると、申立期間は保険料納付が可能な期間である上、申立期間

前後の期間は納付済みとなっており、申立人が 12 か月と短期間である申

立期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

  

 

  



                      

関東（山梨）国民年金 事案 5218 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 49 年３月まで 

  私は、昭和 48 年４月から 49 年３月までの１年間の免除承認通知書を

所持しているが、平成 20 年の老齢厚生年金裁定請求時に免除期間が取

り消され、未加入期間とされたことに納得できない。申立期間を免除期

間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する免除承認通知書、Ａ市の国民年金被保険者名簿及び国

民年金被保険者台帳（旧台帳）から、申立人は、申立期間は強制加入被保

険者として管理され、免除期間となっていることが確認できるが、申立人

が 60 歳になった平成 20 年＊月の老齢厚生年金裁定請求時に、申立人の夫

が申立期間において厚生年金保険に加入していることが判明したことから、

申立人は、制度上、申立期間は強制加入ではなく任意加入となるため、同

年４月 24 日付けで申立期間の被保険者資格記録が取り消され、申立期間

は、免除期間から未加入期間に記録訂正が行われている。 

しかしながら、申立人の免除に基づく年金給付に対する期待と信頼は、

30 年以上の長期間にわたり醸成されてきたと認められるところであり、

申立期間が強制加入期間でなかったことを理由として、免除期間と認めな

いのは信義衡平の原則に反するものと考えられる。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料については、免除されていたものと認められる。 

  

 

  



                      

関東（群馬）国民年金 事案 5226 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 40 年１月から同年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 39 年３月まで 

           ② 昭和 40 年１月から同年３月まで 

申立期間①及び②の国民年金保険料は、役場の職員が自宅まで集金に

来て納付していたが、妻の年金受給時に、未納期間があることを知った。

保険料の未納は無いはずなので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の納付記録の訂正を

求めて行ったものである。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立期間は３か月間と短期間である上、申立人

は、当該期間の前後の期間、国民年金保険料を納付しており、申立期間

以外に未納は無いことから、当該期間の保険料納付ができなかった特段

の事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間①について、申立人の妻は、「保険料は、役場の職員が定期

的に集金に来ており、夫がその職員を経由して納付していたにもかかわ

らず、未納となっている。」と申述している。 

  しかしながら、申立人が申立期間当時居住していたＡ町Ｂ地区及び同

町Ｃ地区において、申立人と同じく昭和 35 年 10 月１日に国民年金被保

険者資格を取得した者 100 人について、国民年金被保険者名簿に記載さ

れた 36 年４月から 41 年 12 月までの期間の保険料納付日を調査したと

ころ、近隣者同士で保険料納付日が継続的に同日である傾向が確認でき

ることから、特定の地域ごとに集金人が保険料を集金していたことはう

  



                      

かがえるものの、申立人及びその妻は、39 年４月から同年 12 月までの

保険料を 40 年１月 19 日にまとめて納付していること、同日に９か月の

保険料をまとめて納付している者は近隣には見当たらないこと、近隣者

に３年以上保険料が未納である者は確認できないこと、申立人及びその

妻が近隣者と納付傾向が同じになるのは 40 年４月以降であることから、

その妻の申述は同年同月以降の内容であると考えられる。 

また、申立期間①については、申立人及びその妻と同居していた申立

人の弟の国民年金保険料も未納である上、申立人の妻は、当時の保険料

額及び納付書に関する記憶が明確ではなく、集金人に保険料納付を行っ

たとする申立人は既に亡くなっていることから、保険料の納付状況は不

明である。 

さらに、申立人の国民年金被保険者名簿では、国民年金保険料を納付

した記録が確認できない上、当委員会においてオンラインの氏名検索等

により調査したが、申立人に昭和 35 年 10 月頃に払い出されたと推認さ

れる国民年金手帳記号番号（＊）以外に国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的

に判断すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 40 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 

  



                      

関東（山梨）厚生年金 事案 7819 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成８年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成８年５月 31 日から同年６月１日まで 

  Ａ社に勤務していた際の厚生年金保険の被保険者記録に誤りがある。

同社には月末まで勤務し、一日も空けることなく転職していたのに、年

金事務所の記録では、申立期間の被保険者記録が無い。 

  調査の上、正しい記録に訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の回答及び申立人が保管していた給料明細書により、申立人がＡ

社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給料明細書における保

険料控除額から、20 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の納付義務の履行については、事業主は納付

したと回答しているが、事業主が資格喪失日を平成８年６月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年５月 31 日と誤

って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資

格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５

月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7820 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 50 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円

とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、昭和 49 年 12 月から 50 年２月までは明らかでないと

認められ、同年３月は履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年 12 月 31 日から 50 年４月１日まで 

昭和 49 年２月から 50 年８月まで、Ａ社のＢ営業所に継続して勤務し

ていたが、年金事務所の記録では、Ｃ地区の同社において 49 年 12 月

31 日に資格喪失し、その後、Ｄ地区の同社において 50 年４月１日に再

び資格取得しており、転籍した頃である申立期間の厚生年金保険被保険

者記録が無い。 

調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述により、申立人は、Ａ社に入社して以降、昭和 50 年８月に

退職するまでの期間に、勤務形態及び業務内容等に変更は無く、同社に継

続して勤務していたものと認められる。 

また、申立人は、「給与計算はＡ社（Ｃ地区）で一括して行われ、明細

書がＣ地区から郵送されてきた。Ｂ営業所ではその明細書に基づいた給与

が現金で支給されていた。」と供述しているところ、複数の同僚が同様の

供述をしている 

さらに、商業登記簿謄本により、Ａ社（Ｃ地区）と同社（Ｄ地区）の事

業主の一人が同一人であったことが確認できるところ、事業所別被保険者

名簿によると、同社（Ｃ地区）が適用事業所でなくなった後、同社（Ｄ地

  



                      

区）が適用事業所となった昭和 50 年４月１日に被保険者資格を取得した

14 人全員が、同社（Ｃ地区）における被保険者記録を有していることが

確認できる。 

加えて、複数の同僚は、「申立期間及びその期間の前後において、雇用

条件や給与形態等は変わっていない。」と供述している上、役員を含む複

数の同僚は、「申立期間においても、給与の支払があり、保険料も継続し

て控除されていた。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、同僚の供述及びＡ社（Ｄ地区）が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのが昭和 50 年４月１日であり、同日付けで、同社（Ｃ地区）におい

て厚生年金保険被保険者であった者 14 人が一斉に同社（Ｄ地区）におい

て資格取得していることが事業所別被保険者名簿により確認できることか

ら、申立人の同社（Ｃ地区）に係る資格喪失日の記録を同年４月１日とす

ることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｃ地区）に

おける昭和 49 年 11 月の事業所別被保険者名簿の記録から、６万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立期間のうち、昭和 49 年 12 月 31 日から 50 年３月 31 日まで

の期間において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ａ社（Ｃ地区）は既に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっている上、複数の事業主は既に亡くなっているか、又は、所在が

分からないため、供述を得ることができず、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、Ａ社（Ｃ地区）は、昭和 50 年３月 31 日に適用事業所ではなくな

っているが、同社は法人事業所であり、５人以上の従業員が常時勤務して

いたことが確認できることから、申立期間のうち、同年３月 31 日から同

年４月１日までの期間についても、当時の厚生年金保険法に定める適用事

業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

したがって、当該期間において、事業主が申立人に係る保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、適用事業所でありながら、社会保険

事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、当該期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（長野）厚生年金 事案 7822 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 45 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を５万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

Ａ社に昭和 44 年に就職して、51 年に退職するまで継続して不動産部

門の仕事に携わった。Ｃ業種の会社に出向となった 45 年 11 月の厚生年

金保険の記録が無いが、この時も同じ職場で勤務していたので、調査し

て、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ｂ社の給与事務を行っているＤ社から提出された

人事記録及び担当者の証言から判断すると、申立人がＡ社及びその関連会

社であるＥ社に継続して勤務し（昭和 45 年 12 月１日にＡ社からＥ社に出

向）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

45 年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、保険料を納付したか否かについて不明としているが、

事業主が資格喪失日を昭和 45 年 12 月１日と届け出たにもかかわらず、社

会保険事務所がこれを同年 11 月 30 日と誤って記録することは考え難いこ

とから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、

 

  

 



                      

社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

  



                      

関東（長野）厚生年金 事案 7825 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②から⑤までについて、その主張する標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主から控除されていたと認められることから、

申立人のＡ社における標準賞与額に係る記録を申立期間②は１万 3,000 円、

申立期間③及び④は２万 5,000 円、申立期間⑤は１万 8,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年８月８日 

② 平成 15 年 12 月 19 日 

③ 平成 17 年８月 12 日 

④ 平成 17 年 12 月 16 日 

⑤ 平成 18 年８月 11 日 

年金記録を確認したところ、Ａ社において、平成 15 年８月、同年 12

月、17 年８月、同年 12 月及び 18 年８月に支給された賞与の記録が無

かった。 

申立期間②から⑤までについては、私が所持している預金通帳に、Ａ

社から賞与が支給されたことが確認できるので、標準賞与額に係る記録

を訂正してほしい。 

また、申立期間①についても、Ａ社から賞与が支給されていたので、

調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②から⑤までについては、Ａ社から提出された申立人に係る

賃金台帳から、申立人は、その主張する標準賞与額（申立期間②は１万

3,000 円、申立期間③及び④は２万 5,000 円、申立期間⑤は１万 8,000

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

  



                      

認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間①については、Ａ社から提出された申立人に係る平成 15 年

の賃金台帳及びＢ銀行Ｃ支店から提出された申立人に係る普通預金取引

明細表により、同年８月 15 日の給与の振込みは確認できるものの、同

年８月８日の賞与の振込みは確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていた事実を確認できる賞与明細書等の関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が申立期間①について、その主張する標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めること

はできない。 

  



                      

関東（群馬）厚生年金 事案 7826 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主から控除されていたと認められることから、申立期間①

から③までの標準賞与額に係る記録を 28 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17 年８月 12 日 

② 平成 17 年 12 月 16 日 

③ 平成 18 年８月 11 日 

年金記録を確認したところ、Ａ社において、平成 17 年８月、同年 12

月及び 18 年８月に支給された賞与の記録が無かった。調査の上、記録

の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳から、申立人は、申立期間①

から③までにおいて、その主張する標準賞与額（28 万円）に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東（新潟）厚生年金 事案 7829 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日

に係る記録を平成 12 年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

24 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行してないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11 年 12 月 31 日から 12 年１月１日まで 

  平成 11 年 12 月 31 日までＡ社に勤務したが、年金記録を確認したと

ころ、同日付けで厚生年金保険の被保険者資格が喪失しており、同年

12 月については被保険者期間となっていない。申立期間の厚生年金保

険料が控除されていたことが確認できる給与明細書を所持しているの

で、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の回答、雇用保険の記録及び申立人が所持する給与明細書により、

申立人は平成11年12月31日までＡ社に継続して勤務し、申立期間の厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給与明細書における保

険料控除額から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているものの、事業主から提出された「健康保

険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」により、申立人のＡ社にお

ける厚生年金保険の被保険者資格喪失日が平成11年12月31日であることが

確認できることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年12月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

  



                      

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7830 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 39 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万

4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年６月 30 日から同年７月１日まで 

  年金記録を確認したところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険被保険者記録が無かった。昭和 39 年７月１日付けでＢ市

の事業所からＣ区の事業所に転勤したが、当該期間も同社には継続して

勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人と同時期にＡ社（Ｂ市）から同社（Ｃ区）に異動した元同僚の供

述及び当該同僚から提出された給料明細書から判断すると、申立人は、申

立期間に同社に継続して勤務し（同社（Ｂ市）から同社（Ｃ区）に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

なお、異動日については、上記同僚は、昭和 39 年７月１日付けでＡ社

（Ｂ市）から同社（Ｃ区）に異動したとしているほか、当時の社会保険事

務担当者は、転勤辞令は通常１日付けであったと供述していることから、

同年７月１日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｂ市）にお

ける昭和 39 年５月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１

万 4,000 円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

 

  

  

 



                      

いては、申立事業所は既に倒産しており、元事業主は保険料を納付したか

否かについては不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 39 年７月

１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年６

月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格

喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7831 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を

29 万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 10 日 

 Ａ法人において、申立期間に支給を受けた賞与の記録が確認できない

ので、記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された金融機関の預金通帳の写しにより、申立人が申

立期間において賞与の支給を受けていたことが確認できる。 

また、複数の同僚は、所持する賞与明細書により、申立期間において、

厚生年金保険料を賞与から控除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることか

ら、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、前述

の申立人の預金通帳の写し及び同僚の所持する賞与明細書により推認で

きる厚生年金保険料控除額から、29 万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かにつ

  



                      

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が前述の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。 

 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7832 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を

67 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ：  平成 15 年 12 月 10 日 

  Ａ社Ｂ支店において、平成 15 年 12 月 10 日に支給を受けた賞与の記

録が確認できないので、記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出された賞与一覧表、厚生年金基金の記録及び健康保険組

合の記録により、申立人が申立期間において賞与の支給を受け、厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが確認できる。 

また、申立人の申立期間における標準賞与額については、上述の賞与一

覧表、厚生年金基金の記録及び健康保険組合の記録により、67 万円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が上述の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 

 

  



                      

関東（群馬）厚生年金 事案 7833 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 52 年１月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11 万

8,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年 12 月 10 日から 52 年１月５日まで 

Ａ社に昭和 49 年７月１日に入社し、平成７年３月 20 日に退職するま

で継続して勤務していたのに、申立期間が厚生年金保険の被保険者期間

となっていない。本社への転籍に伴い記録が欠落したと思われるので、

記録を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時の事業主の妻、Ａ社Ｂ支店長及び複数の同僚の供述から判

断すると、申立人は、申立期間に同社に継続して勤務し（昭和 52 年１月

５日に同社Ｂ支店（適用事業所名は、Ａ社）から同社本店（適用事業所名

は、Ａ社）に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る

昭和 51 年 11 月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、11 万

8,000 円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社Ｂ支店は昭和 52 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、当時の資料は保管されていない上、申立期間当時の

事業主も既に死亡しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  

  

  



                      

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7835 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間②のうち、平成９年１月６日から同年３月 31 日までの期間に

ついて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申

立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の

標準報酬月額に係る記録を 30 万円に訂正することが必要である。 

 申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成９年

４月 16 日であると認められることから、申立期間②の資格喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

 なお、平成９年３月の標準報酬月額については 30 万円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成８年５月から９年１月６日まで 

           ② 平成９年１月６日から同年４月 16 日まで 

           ③ 平成９年４月 16 日から同年９月まで 

  平成８年５月にＡ社に入社し、９年９月まで勤務したが、この期間に

おいて、給与から厚生年金保険料を控除されていたにもかかわらず、申

立期間①及び③の厚生年金保険の被保険者記録が無い。さらに、申立期

間②の標準報酬月額は 30 万円であるはずなのに 11 万 8,000 円となって

いる上、資格喪失日が同年３月 31 日となっている。納得できないので、

申立期間の被保険者記録を訂正してほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、オンライン記録では、申立人の平成９年１月及

び同年２月の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、申立人が主張する

30 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった同年３月 31 日より後の同年４月 16 日付けで、遡って 11 万

8,000 円に引き下げられ、同日において、申立人が同年３月 31 日に厚

生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理が行われていることが確

  



                      

認できる。 

また、オンライン記録によると、平成９年４月 16 日付けで代表取締

役を含む 14 人が、申立人と同様に遡って標準報酬月額を５等級以上減

額され、かつ、同年３月 31 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失し

ていることが確認できる。 

さらに、雇用保険の記録から、申立人が申立期間②においてＡ社に勤

務していたことが確認できる上、同僚が所持する給与明細書から、同僚

は当該期間において、上記の訂正処理前の標準報酬月額に見合う給与の

支給を受けていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人に係

る厚生年金保険の被保険者資格喪失日を平成９年３月 31 日とする処理

及び標準報酬月額を遡って減額訂正する処理を行う合理的な理由は見当

たらず、当該資格喪失処理及び標準報酬月額に係る記録訂正は有効なも

のとは認められないことから、申立人に係る資格喪失日を上記の喪失処

理日である同年４月 16 日に訂正し、申立期間②に係る標準報酬月額を、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 30 万円に訂正することが必要

である。 

 

２ 申立期間①について、申立人の雇用保険の加入記録（平成８年３月

29 日取得）から、申立人が当該期間においてＡ社に勤務していたこと

が推認できる。 

しかしながら、申立期間①当時に被保険者記録のある同僚に照会した

が、回答のあった複数の同僚が申立人の当該期間における厚生年金保険

料の給与からの控除について「不明。」としている上、一人の同僚は、

「厚生年金保険に加入するまでの間は、給与から雇用保険料のみ控除さ

れ、厚生年金保険料及び健康保険料は控除されていなかった。」と供述

している。 

 

３ 申立期間③について、申立人の雇用保険の加入記録（平成９年８月８

日離職）から、同年８月８日までの間については、申立人が社に勤務し

ていたことが推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、平成９年３月 31

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時被保険者であ

った事業主を含む 15 人全員が同日付けで被保険者資格を喪失している

上、そのうち、３人が同日に国民年金に加入していることが確認できる。 

また、同社の元役員は、Ａ社での勤務期間に被保険者期間の欠落があ

るとして年金記録確認東京地方第三者委員会（当時）に対して訂正を求

めた申立てにおいて、「平成９年３月頃、当時の事業主から、社会保険

  



                      

料の負担ができなくなったので、社会保険から脱退し、国民健康保険等

へ移行したい旨の説明を受け、それに同意した。」と供述している。 

さらに、同僚から提出された平成９年４月分から同年９月分までの給

与明細書からは、厚生年金保険料は事業主により給与から控除されてい

ないことが確認できる。 

 

４ このほか、申立人が申立期間①及び③において事業主により給与から

厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料

も無い上、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び③に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 7837 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取

得日に係る記録を昭和 19 年６月 20 日に、資格喪失日に係る記録を 20 年

９月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額については、19 年６月から

同年８月までを 70 円、同年９月から 20 年１月までを 80 円、同年２月か

ら同年８月までを 100 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 19 年６月 20 日から 20 年９月１日まで 

② 昭和 20 年 12 月頃から 22 年６月頃まで 

③ 昭和 22 年６月頃から 23 年６月頃まで 

④ 昭和 24 年１月頃から 32 年１月９日まで 

⑤ 昭和 32 年７月１日から同年８月１日まで 

申立期間①については、Ａ社において昭和 19 年６月 20 日に被保険者

資格を喪失したとされているが、Ｃ氏とともにＤ地区からＢ地区に異動

となったものの、同日以降も同社に継続して勤務していた。終戦時の玉

音放送を工場で聞いた記憶もあるので、厚生年金保険の被保険者記録を

訂正してほしい。 

申立期間②については、Ｅ区Ｆ地区にあったＧ事業所に勤務していた

にもかかわらず、記録が確認できないので、厚生年金保険の被保険者記

録を訂正してほしい。 

申立期間③については、当該期間のうちの半年間、Ｈ事業所に勤務し

ていたにもかかわらず、記録が確認できないので、厚生年金保険の被保

険者記録を訂正してほしい。 

申立期間④については、当該期間もＩ社で勤務していたにもかかわら

ず、記録が確認できないので、厚生年金保険の被保険者記録を訂正して

  



                      

ほしい。 

申立期間⑤については、Ｉ社からＪ社の事業主が独立する形で立ち上

げた会社に同社の事業主と一緒に移った。期間を空けずに勤務していた

はずなので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社Ｂ工場における複数の同僚の供述により、

申立人が当該期間において同社に勤務していたことが認められる。 

また、申立人の記憶する同僚には、Ａ社Ｂ工場において申立期間①に

係る厚生年金保険の被保険者としての記録が存在する上、複数の同僚が、

前述の同僚は申立人と同様の仕事をしていた旨の供述をしている。 

さらに、複数の同僚が、申立期間①当時は、Ａ社Ｂ工場において社会

保険に加入していない者はいなかった旨の供述をしていること、及び申

立人と複数の同僚とが供述する当時の当該事業所の従業員数と年金事務

所の記録上の厚生年金保険の被保険者数がおおむね一致していることか

ら判断すると、当時、当該事業所においては、ほぼ全ての従業員が厚生

年金保険の被保険者資格を取得していたと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、当該期間における上記

同僚のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者台帳の標準報酬月額の

記録が昭和 19 年６月から同年８月までは 70 円、同年９月から 20 年１

月までは 80 円、同年２月から同年８月までは 100 円であることから、

同額とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社Ｂ工場の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に申立期間

①において欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所

（当時）の記録が失われたことは考えられない上、仮に、事業主から申

立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保

険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会

においても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の

事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格

の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申

立人の当該期間に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

  



                      

２ 申立期間②については、Ｅ区Ｆ地区に所在したＧ社の適用事業所台帳

及び健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、同社は昭和

23 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、当該期間当

時は適用事業所となっていないことが確認でき、同日より前に厚生年金

保険の被保険者資格を取得している者は確認できない。 

また、事業主と思われる人物は既に死亡しており回答も得られない上、

昭和 23 年に入社したと供述する同年６月１日に同社で被保険者資格を

取得した者は、入社当初は厚生年金保険の被保険者となっていなかった

旨の供述をしている。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除され

ていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ 申立期間③については、当該期間においてＨ事業所という名称の厚生

年金保険の適用事業所が３社確認できるものの、申立人が勤務していた

とするＫ県には同名称の適用事業所は存在しない上、申立人が同社の本

社所在地などについて記憶していないことから申立事業所を特定するこ

とができない。 

また、上述の３社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申

立期間③において申立人の氏名は見当たらない上、当該期間及びその前

後の期間に整理番号の欠番も無い。 

さらに、申立人が記憶する同僚についても上述の３社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿にその氏名は見当たらない上、当該同僚の所

在を確認できない。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除され

ていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

４ 申立期間④については、Ｉ社の適用事業所台帳及び健康保険厚生年金

保険事業所別被保険者名簿により、同社は、昭和 32 年１月９日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、当該期間当時は適用事業所となっ

ていないことが確認でき、同日より前に厚生年金保険の被保険者資格を

取得している者は確認できない。 

また、事業主及び昭和 32 年１月９日に厚生年金保険の被保険者資格

を取得した同僚からは、申立人の主張をうかがわせる回答を得ることは

できなかった。 

さらに、厚生年金保険被保険者番号払出簿により、申立人のＩ社に係

る厚生年金保険の被保険者番号が昭和 32 年１月９日に払い出されてい

ることが確認できる上、申立人と同日に同社で資格を取得した同僚も同

日付けで厚生年金保険の被保険者番号が払い出されていることが確認で

  



                      

きる。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除され

ていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

５ 申立期間⑤については、事業主から提出を受けた労働者名簿により、

申立人がＪ社の前身であるＬ事業所に昭和 32 年７月１日に雇入れられ

ている記録が確認できるが、Ｊ社（名称変更前は、Ｌ事業所）の適用事

業所台帳及び健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、同社

は同年８月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、当該期間当

時は適用事業所となっていないことが確認でき、同日より前に厚生年金

保険の被保険者資格を取得している者は確認できない。 

また、申立人が一緒にＩ社から移ったとする事業主も、申立人と同様

に昭和 32 年７月に同社における厚生年金保険の資格を喪失しているこ

とが確認できる。 

さらに、事業主は既に死亡していることから照会することができない

上、昭和 32 年８月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した同僚

からは、申立人の主張をうかがわせる回答を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除され

ていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

６ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間②から⑤までに係

る厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 

 

  



 

関東（長野）国民年金 事案 5217 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年６月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43 年６月から 46 年３月まで 

  私は、20 歳になった昭和 43 年頃、長兄が私の国民年金の加入手続を

Ａ町役場（現在は、Ｂ町役場）で行ったことを長兄と父から聞いていた。

国民年金保険料は、長兄が地区の集金人に家族の分と一緒に毎月納付し

ていたことを覚えている。申立期間の保険料が未納となっていることに

納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 43 年頃、その長兄が申立人の国民年金の

加入手続をＡ町役場で行い、国民年金保険料は地区の集金人に家族の分と

一緒に毎月納付していたことを覚えていると申し立てているが、国民年金

の加入手続及び保険料納付を行ったとするその長兄は既に亡くなっており、

申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与していないた

め、これらの状況が不明である。 

また、申立期間に国民年金保険料を一緒に納付していたとする申立人の

家族のうち、その父は国民年金に加入していたことが確認できるものの、

既に亡くなっており証言が得られないほか、当該期間について、申立人の

妹及び弟は国民年金に加入しておらず、申立人の母、長兄及び次兄につい

ては、それぞれの国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、当該記号番

号前後の被保険者の資格取得時期から、昭和 50 年 12 月頃と推認されるこ

とから、長兄が集金人に家族の分と一緒に納付していたとする申立人の申

述と相違している。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険

者の資格取得時期から、昭和 44 年 11 月頃払い出されたと推認され、その

  



 

時点では、申立期間のうち、43 年６月から 44 年３月までの国民年金保険

料は過年度納付が可能であり、同年４月以降の保険料は現年度納付が可能

であるが、上記のとおり国民年金の納付状況が不明である上、当委員会に

おいてオンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金

手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5219 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年３月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年３月から 50 年３月まで 

  私は、昭和 46 年３月頃、国民年金には必ず入らなくてはと思い、Ａ

市役所に行き、私と夫の国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料

は２、３か月おきに、郵便局や銀行で夫婦二人分の保険料を納付した。 

  申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

  

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 46 年３月頃、国民年金には必ず入らなくてはと思い、

Ａ市役所に行き夫婦の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は２、

３か月おきに、郵便局や銀行で夫婦二人分の保険料を納付したと申し立て

ているが、申立人は国民年金の加入手続及び保険料納付に関する記憶が明

確でないため、これらの状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 50 年 12 月頃に払い出されたと推認され、その

時点では、申立期間のうち、46 年３月から 48 年９月までの期間は時効に

より国民年金保険料を納付することができない期間であり、48 年 10 月か

ら 50 年３月までの期間は遡って保険料を過年度納付できる期間となるが、

申立人は保険料を遡って納付した記憶は無いとしている上、オンライン記

録では、一緒に保険料を納付したとする申立人の夫も申立期間は未納とな

っている。 

さらに、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

  



 

簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  

 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5220 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月から 50 年３月まで 

 私は、昭和 46 年３月頃、国民年金には必ず入らなくてはと思い、Ａ

市役所に行き、私と夫の国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料

は２、３か月おきに、郵便局や銀行で夫婦二人分の保険料を納付した。 

夫の申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

(注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の納付記録の訂正を

求めて行ったものである。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、昭和 46 年３月頃、国民年金には必ず入らなくてはと思

い、Ａ市役所に行き夫婦の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は

２、３か月おきに、郵便局や銀行で夫婦二人分の保険料を納付したと申し

立てているが、国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとする申立人

の妻は、加入手続及び保険料納付に関する記憶が明確でないため、これら

の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 50 年 12 月頃に払い出されたと推認され、その

時点では、申立期間のうち、46 年４月から 48 年９月までの期間は時効に

より国民年金保険料を納付することができない期間であり、48 年 10 月か

ら 50 年３月までの期間は遡って保険料を過年度納付できる期間となるが、

申立人の妻は、保険料を遡って納付した記憶は無いとしている上、オンラ

イン記録では、一緒に保険料を納付したとする申立人の妻も申立期間は未

納となっている。 

  



 

さらに、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

  



 

関東（茨城）国民年金 事案 5221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年１月から平成元年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年１月から平成元年３月まで 

私は、私の国民年金の加入手続及び国民年金保険料を納付してくれた

母から、「平成元年４月分以降の国民年金保険料に昭和 50 年からの過

去の未納保険料を毎月上乗せして納付した。」と母が病気になる前に聞

いていた。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料を納付して

くれたとするその母から、「平成元年４月分以降の国民年金保険料に昭和

50年からの未納保険料を毎月上乗せして納付した。」と聞いていたとして

いるが、国民年金の加入手続及び保険料を納付したとするその母は、病気

療養中のため証言を得ることができず、申立人自身は国民年金の加入手続

及び保険料納付に直接関与していないため、これらの状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、平成元年11月頃に払い出されたと推認され、その時

点では、申立期間の大部分は時効により国民年金保険料を納付することが

できない期間である上、申立人が主張しているような、元年４月以降に、

同年同月分以降の国民年金保険料に、昭和50年からの未納保険料を毎月上

乗せして納付することは、制度上できない。 

さらに、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

  



 

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

  



 

関東（山梨）国民年金 事案 5222 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年３月から 53 年３月までの期間及び 55 年４月から 60

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年３月から 53 年３月まで 

           ② 昭和 55 年４月から 60 年３月まで 

申立期間①について、私は昭和 50 年３月から 52 年３月までは学生で、

52 年４月から勤め始めたが臨時職員だったため、はっきりとは覚えて

いないが国民年金保険料を自分又は父が納付していたと思う。亡くなっ

た父から「国民年金の加入手続をして、国民年金保険料を納付してい

た。」と言われたことを覚えている上、加入当時に父からもらった年金

手帳も持っている。 

申立期間②について、私は昭和 55 年４月からも臨時で働いていたの

で、納付書又は口座振替で国民年金保険料を納付していた。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納となっていることに納得で

きない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、「私は昭和 50 年３月から 52 年３月

までは学生で、52 年４月から勤め始めたが臨時職員だったため、はっ

きりとは覚えていないが国民年金保険料を自分又は父が納付していた

と思う。亡くなった父から『国民年金の加入手続をして、国民年金保

険料を納付していた。』と言われたことを覚えている。」としている

が、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとするそ

の父は既に亡くなっており証言を得られず、申立人自身は加入手続に

直接関与していない上、保険料の納付時期及び納付額等について記憶

が明確でないため、これらの状況が不明である。 

  



 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険

者の資格取得時期から、昭和 61 年３月頃に払い出され、申立人はこの

頃に加入手続を行ったと推認されることから、申立期間①は、時効に

より保険料を納付することができない期間である。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、「私は昭和 55 年４月からも臨時で

働いていたので、納付書又は口座振替で国民年金保険料を納付してい

た。」としているが、申立人は、上記のとおり 61 年３月頃に加入手続

を行ったと推認されることから、当該加入手続時点で、申立期間②の

うち、55 年４月から 58 年 12 月までは、時効により保険料を納付する

ことができない期間であり、申立期間②のうち、59 年１月から 60 年３

月までの期間は過年度納付が可能な期間ではあるが、申立人は過年度

納付に関する記憶が無く、これらの状況が不明である。 

 

  ３ 申立期間①は 37 か月、申立期間②は 60 か月の延べ 97 か月と長期間

であり、これほど長期間にわたり行政側の記録管理に不備があったと

は考え難い上、当員会においてオンラインの氏名検索等により調査し

たが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当

たらない。 

  また、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付

したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  

 

４ なお、申立人は、申立人の所持する年金手帳の「被保険者になった

日」に「昭和 50 年＊月＊日」と記載されていることをもって、当該日

に申立人の父が国民年金の加入手続を行ったとしているが、この「被保

険者になった日」は、加入手続時期にかかわらず、強制加入期間の初日

を遡及して記載するものであることから、加入日を特定するものではな

い。 

 

  ５ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 

 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5223 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 18 年８月から 19 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 18 年８月から 19 年５月まで 

私は、国民年金保険料を月々１万円にしてほしいとＡ市役所に相談し、

納付用紙を作ってもらい、毎月必ず１万円を納付していたにもかかわら

ず、申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料を月々１万円にしてほしいとＡ市役所に相談

し、納付用紙を作ってもらい、毎月必ず１万円を納付していたとしている

が、国民年金保険料は、制度上、分納ができない上、Ａ市から提出された

「未納のＡ市税債務の承認及び納税確約書」及びＡ市の回答によると、申

立人は、平成18年度の国民健康保険税の分納を希望し、18年10月から20か

月間、毎月１万円の国民健康保険税を納付していたことが確認できること

から、申立期間の国民年金保険料と国民健康保険税を混同していると考え

られる。 

また、申立期間は平成14年４月以降の期間であり、保険料収納事務が国

に一元化されたことに伴い、事務処理の機械化がさらに進められ、平成14

年度以降に記録漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっている

と考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5224 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 15 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年４月から同年６月まで 

平成 15 年７月に母が郵便局で現金を引き出し、Ａ市Ｂ区役所内の金

融機関で、私が再就職するまでの７か月分の国民年金保険料として約５

万円を納付したはずである。申立期間の保険料が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母が平成 15 年７月にＡ市Ｂ区役所内の金融機関で、申

立人が再就職するまでの７か月分の国民年金保険料として約５万円を納付

したはずであるとしているが、当該７か月分の保険料額は９万 3,100 円で

あり、申立人の母が納付したとする保険料額と相違している上、同区役所

は、「区役所内の金融機関では以前から国民年金保険料の収納は行ってい

ない。」と回答している。 

また、申立期間は、平成 14 年４月以降の期間であり、保険料収納事務

が国に一元化されたことに伴い、事務処理の機械化がさらに進められ、平

成 14 年度以降に記録漏れや記録誤り等の生じる可能性が極めて低くなっ

ていると考えられる。 

さらに、オンライン記録から申立人の平成 14 年 12 月から 15 年３月ま

での国民年金保険料（５万 3,200 円）が同年７月に過年度納付されている

ことが確認でき、申立人の母が納付したとする保険料は当該期間の保険料

である可能性も否定できない。 

 加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  

  



 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5225 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年６月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年６月から同年９月まで 

 私は平成６年頃、Ａ町役場から国民年金に関する呼出状が届いたため、

Ａ町のＢ公民館へ出向き、その時に申立期間の国民年金保険料約６万円

を納付した。申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成６年頃、Ａ町役場から国民年金に関する呼出状が届いた

ため、Ａ町のＢ公民館へ出向き、その時に申立期間の国民年金保険料約６

万円を納付したとしているが、申立人が納付したと主張する６年頃の時点

においては、申立期間は、時効により保険料を納付できない期間である上、

申立人が申立期間の保険料として納付したとする約６万円は、申立期間の

保険料額２万 9,600 円と相違している。 

また、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5227 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年１月から同年３月まで 

  私は、何の手続を行った時かは覚えていないが、昭和 62 年頃にＡ市

Ｂ出張所の女性職員から、３か月分の国民年金保険料が納付されていな

いので納付したほうが良いと言われ、その場で５万円くらい現金で納付

した。 

申立期間に係る国民年金の記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 62 年頃にＡ市Ｂ出張所の女性職員から、３か月分の国

民年金保険料が納付されていないので納付したほうが良いと言われ、その

場で５万円くらい現金で納付したとしている。 

しかしながら、申立期間当時、申立人の夫は厚生年金保険の被保険者と

なっており、申立人はその被扶養配偶者であるところ、申立人の国民年金

手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、昭和

61 年８月頃に払い出されたと推認され、申立人の所持する年金手帳の

「初めて被保険者となった日」は、第３号被保険者制度が始まった「昭和

61 年４月１日」と記載されているほか、オンライン記録及びＡ市の国民

年金被保険者名簿においても、資格取得日は「昭和 61 年４月１日」と記

載されていることから、申立期間は国民年金の任意未加入期間であり、申

立人が主張する昭和 62 年頃に申立期間の保険料を遡って納付することは、

制度上できなかったと考えられる。 

また、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

  



 

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5228 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年６月から 57 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年６月から 57 年２月まで 

  私は、学生であった 20 歳頃に、Ａ区役所から国民年金に加入するよ

うにとの通知を受け取ったので、加入手続をして国民年金保険料を納付

し、その後、Ｂ区Ｃ地区、Ｄ区Ｅ地区、Ｆ区Ｇ地区及びＨ区Ｉ地区にお

いても金融機関及び郵便局で納付した。昭和 53 年４月に大学を卒業し

た後も 57 年３月に会社に就職する頃までＪ郵便局で定期的に保険料を

納付していた覚えがある。 

申立期間中に国民年金保険料の納付記録が全く無いことに納得できな

い。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、学生であった 20 歳頃にＡ区役所において国民年金の加入手

続をして国民年金保険料を納付し、その後もそれぞれの住所地において、

金融機関及び郵便局で保険料を納付し、昭和 53 年４月に大学を卒業した

後も、57 年３月に会社に就職する頃までＪ郵便局で定期的に保険料を納

付していた覚えがあるとしている。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の

被保険者の資格取得時期から、昭和 59 年７月頃にＨ区で払い出されたと

推認され、その時点では、申立期間の保険料は時効により納付できない期

間である上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

 また、オンライン記録によると、申立期間のうち、昭和 48 年６月から

56 年３月までは、国民年金の未加入期間と記録されており、当該期間は、

制度上、保険料納付ができなかったと考えられる。 

  

  



 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5229 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年２月から 54 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年２月から 54 年 12 月まで 

  私は、出産のため会社を辞めた昭和 52 年２月頃から３年ぐらいの期

間は、Ａ市において毎月４万円くらい、税金や保険料を納めていた。そ

の中には、夫婦二人分の国民年金保険料も含まれていたと思う。 

申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「出産のため会社を辞めた昭和 52 年２月頃から３年ぐらい

の期間は、Ａ市において毎月４万円くらい、税金や保険料を納めていた。

その中には、夫婦二人分の国民年金保険料も含まれていたと思う。」とし

ているが、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付に関する記憶は明

確ではなく、これらの状況が不明である。 

 また、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険被保険者記号番号が付番さ

れており、当委員会において、オンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらず、申立期

間は、制度上、保険料納付ができない未加入期間であると考えられる。 

さらに、申立人は、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付したとし

ているが、申立人の元夫の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の

被保険者の資格取得時期から、申立人と離婚後の昭和 58 年９月頃に払い

出されたと推認され、申立期間当時は申立人と同様、国民年金には未加入

である上、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

  



 

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

  



関東（新潟）厚生年金 事案 7818 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 55 年４月 18 日から 56 年４月 11 日まで 

国の記録では、Ａ社に勤務していた期間の厚生年金保険被保険者記録

が無いが、昭和 55 年 10 月頃、通勤途中で交通事故に遭い、入院したこ

とがあるので、同社に勤務していたことは間違いない。第三者委員会で

調査の上、申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述及び雇用保険の記録から判断すると、申立人は申立期間にお

いてＡ社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、当該事業所は、「何か月かは不明であるが、申立期間当

時は試用期間があり、その間は雇用保険のみ加入させていたようであ

る。」と回答している。 

また、申立期間当時に厚生年金保険の加入記録のある同僚 10 人につい

て調査をしたところ、その全員において雇用保険の取得日より１か月から

６か月遅れて厚生年金保険の資格を取得していることがオンライン記録に

より確認できることから、当該事業所では、従業員の入社後一定期間経過

した後に厚生年金保険の資格を取得させる取扱いを行っていたことがうか

がえる。 

さらに、当該事業所は、申立人に係る人事記録等は既に廃棄している旨

回答しており、申立人の厚生年金保険の保険料控除等について確認するこ

とができない。 

なお、申立人は当該事業所に入社して約半年経過した昭和 55 年 10 月頃、

出勤途中において交通事故に遭い、Ｂ職として働くことが困難となったた

  



め、56 年１月頃から当該事業所を休業していたと供述しているほか、Ｃ

市の国民年金被保険者台帳によると、申立人は 58 年１月 12 日に、55 年

10 月から 56 年３月までの国民年金保険料を遡って納付していることが確

認できる。 

このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



関東（新潟）厚生年金 事案 7821（新潟厚生年金事案 1024 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31 年５月から 32 年２月まで 

年金事務所の記録では、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた際の厚

生年金保険被保険者記録が無い。当時、私は、Ｃ班に所属し、Ｄ工事現

場におけるＥ工事に携わっていた。直属の上司の名前も記憶しており、

その上司の代行を務めることもあった。 

今回、私をＣ班に紹介した人の名前を思い出したので、再度調査の上、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、事業主の回答及び同僚の供述により、

班員（班長が採用した労働者）は厚生年金保険には加入させていなかった

ことがうかがえることなどを理由として、既に年金記録確認新潟地方第三

者委員会（当時）の決定に基づき、平成 22 年７月 28 日付け年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てにおいて、申立人は、当時所属していたＣ班への紹介者

の名前及び経歴を挙げている。 

しかしながら、上記紹介者の現在の所在は確認できないことから、申立

人の勤務実態の詳細及び保険料控除を明らかにすることができない。 

また、申立期間当時、Ａ社に勤務し、申立人が勤務していたＤ工事現場

において事務部門の課長を務めていた同僚は、「Ｃ班の班長は『Ｆ係』と

呼ばれ、親方として現場の人集めをしていた。これは、今でいう下請組織

である。Ｆ係は、Ａ社の社員であるが、Ｆ係が集めた班員は、厚生年金保

険には加入しておらず、保険料も控除していない。」と供述している。 

さらに、Ｄ工事現場においてＧ業務を担当していた同僚は、「Ｃ班はと

  



ても大きい班で、出稼ぎの人が多かった。そういう人は日雇の健康保険に

は入っていたが、下請なので、厚生年金保険には入っていなかったと思

う。」と供述している。 

加えて、Ａ社において厚生年金保険被保険者名簿に名前のある同僚 23

人に照会し 11 人から回答があったところ、その全員が「（自分は）班に

は所属していなかった。」と供述しており、そのうち、Ｄ工事現場に勤務

していたと回答した同僚は６人確認できたが、申立人を記憶している者は

見当たらない。 

 このほか、申立人は、新たな資料や情報は提出しておらず、そのほかに

年金記録確認新潟地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。 

  

 

  



関東（栃木）厚生年金 事案 7823 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年 12 月15日から 33 年９月 30 日まで 

            ② 昭和 40 年 10 月１日から 46 年１月 30 日まで 

   私は、年金記録を確認したところ、Ａ社及びＢ社における厚生年金保

険被保険者期間が脱退手当金として支給されたことになっているが、

脱退手当金を受け取った記憶が無い。調査をして記録の訂正をしてほ

しい。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由   

申立期間の脱退手当金は、申立期間①に係るものと申立期間②に係るも

のの２回にわたり支給されたと記録されているところ、２回とも申立人の

意思に反して請求されているとは考え難い。 

また、申立期間①については、脱退手当金が支給決定された当時は、通

算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間がなけ

れば年金を受給できなかったところ、申立人は、Ａ社を退職後、昭和 40

年 10 月まで厚生年金保険への加入歴が無く、当該事業所の厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約３か月以内に支給決定されているなど、一連の

当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立期間②については、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは

無く、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給

されたことを意味する「脱退」の表示が記されており、当該事業所の厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約４か月以内に支給決定されているなど、

一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに申立

期間①及び②に係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情

  



は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはで

きない。 

  



関東（長野）厚生年金 事案 7824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成 18 年８月 11 日 

年金記録を確認したところ、Ａ社において、平成 18 年８月に支給さ

れた賞与の記録が無かった。調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る平成 18 年の賃金台帳（以下「賃金台

帳」という。）及びＢ銀行Ｃ支店から提出された申立人に係る「預貯金共

通月中異動および残高明細表」から、給与の振込みは確認できるものの、

申立期間の賞与の振込みは確認できない。 

また、申立人から提出された平成 18 年分の給与所得の源泉徴収票（以

下「源泉徴収票」という。）の支払金額と賃金台帳の支給額合計から通勤

費を差し引いた金額は一致しており、源泉徴収票と賃金台帳の社会保険料

等の控除額も一致していることから、申立期間に係る賞与の支給が無いこ

とが推認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていた事実を確認できる賞与明細書等の関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東（埼玉）厚生年金 事案 7827（埼玉厚生年金事案 4697 及び 6712 の再申

立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12 年５月１日から 13 年 11 月 16 日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、平成 12 年から退職するまでの期間

の標準報酬月額の記録が 20 万円となっているが、当時の報酬はそれよ

りも高額だった。これまでに二度申立てを行ったが、当該期間について

は記録の訂正が認められなかった。当時の源泉徴収票を提出するので、

調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間の標準報酬月額については、平成 12 年分及び 13 年分

の申立人に係る給与所得の源泉徴収票の社会保険料等の金額欄に記載され

た額により、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

（１万 7,350 円）に見合う標準報酬月額（20 万円）は、オンライン記録

により確認できる標準報酬月額と一致していることから、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律による保険給付の対象に

当たらないとして、既に年金記録確認埼玉地方第三者委員会（当時）の決

定に基づき、22 年 12 月８日付け及び 24 年２月８日付けで、あっせんは

行わないとする通知が行われている。 

 今回、申立人は、新たに平成 12 年分及び 13 年分の申立人に係る給与所

得の源泉徴収票並びに 13 年１月分から同年 11 月分までの給与明細書を提

出して、申立期間の再申立てを行っている。 

 しかしながら、今回、申立人から提出のあった上記源泉徴収票に記載さ

れている金額は、前回までに年金記録確認埼玉地方第三者委員会で確認し

  

  

  



た、Ｂ税務会計事務所及びＣ税務署から提出された源泉徴収票に記載され

ている金額と全ての項目において一致している上、上記給与明細書で確認

できる厚生年金保険料額は、当該源泉徴収票により算出した厚生年金保険

料額と一致していることから、今回の申立期間の記録訂正につながる新た

な資料とは認められない。 

  このほかに、年金記録確認埼玉地方第三者委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間について、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



関東（新潟）厚生年金 事案 7828（新潟厚生年金事案 1068 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30 年 11 月１日から 32 年９月１日まで 

  年金記録を確認したところ、Ａ区にあったＢ社に勤務していた期間の

うち、昭和 30 年 11 月から 32 年８月までの厚生年金保険被保険者記録

が無かった。第三者委員会に申立てを行ったが記録の訂正が認められな

かった。今回、新たに当時の同僚の名前と同僚と一緒に撮影した写真を

提出するので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについて、事業主は申立人がＢ社に勤務していた

かは不明と回答していること、申立期間に同社で厚生年金保険被保険者資

格を取得している元従業員のうち、回答があった二人が申立人のことを記

憶していないと回答していること、及び申立人は申立期間において事業主

により給与から厚生年金保険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申

立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる給与明細

書等の資料も無いことなどの理由により、既に年金記録確認新潟地方第三

者委員会（当時）の決定に基づき、平成 22 年８月 25 日付け年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たな資料として、当時の同僚７人と一緒に映った写

真を提出するので、再度、調査をしてほしいと申立てを行っているところ、

当該同僚７人のうち、回答があった４人は申立人がＢ社に勤務していたと

回答していることから、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、提出された写真に映っている同僚７人は、いずれも申立

期間以前からＢ社で厚生年金保険被保険者資格を取得している者であり、

  



回答があった上記同僚４人は、申立人がいつまで勤務していたかについて

は記憶しておらず、申立期間に申立人が勤務していたかは不明としている。 

また、提出された写真には日付等の記載は無い上、申立人は撮影された

時期を記憶していないことから、今回提出された写真からは申立人の申立

期間における勤務実態を確認することはできない。 

さらに、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間

に同社で被保険者資格を取得している者は 19 人確認でき、そのうち、所

在が判明した８人に照会したところ、回答があった６人は、いずれも「申

立人のことは記憶に無い。」としている。 

加えて、申立人は、上記 19 人のうち、17 人については「名前に記憶が

無い。」としているほか、二人については「不十分ながら名字に記憶があ

る。」としているものの、いずれも当時の年齢が申立人の記憶とは異なっ

ている。 

また、申立人及び複数の元従業員は、Ｂ社には社長以下 24 人から 25 人

の社員がいたと供述しているが、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

ると、申立期間のうち、昭和 30 年 11 月１日から 32 年３月 31 日までの期

間については、同社で厚生年金保険の被保険者となっている者は 17 人か

ら 22 人である。 

以上のことから、今回申立人から提出された写真からは、年金記録確認

新潟地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められな

い。 

このほか、申立人から申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料の提出や証言は無く、年金記録確認新潟地方第三者委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東（埼玉）厚生年金 事案 7834 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 53 年９月から 61 年 12 月１日まで 

申立期間に、Ａ社の社長の次男と一緒にＢ社を設立し、社会保険に加

入する労働条件で勤めていたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の元配偶者が、申立人の年金記録

の訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の被保険者記録には、Ｂ社における昭和 54 年１

月５日から 58 年５月 31 日までの記録が確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社が適用事業所となってい

る記録は見当たらない。 

また、法人登記簿謄本によると、Ｂ社は、昭和 60 年１月９日に名称を

変更しＣ社になっているところ、適用事業所台帳により、Ｃ社は 61 年 12

月１日付けで厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認できる。 

さらに、当時経理を担当していたとされる者は、Ｃ社が厚生年金保険の

適用事業所となる直前の昭和 60 年７月から同年 11 月までの期間が国民年

金の保険料納付済期間となっていることが確認できる。 

加えて、申立人に係る申立期間における診療記録についてＤ病院に照会

したが、申立期間の資料は残っていなかったため、申立人の主張をうかが

わせる回答を得ることはできなかった。 

また、Ｃ社が適用事業所となった日に同社で資格を取得し所在の確認で

きた者に照会したが、申立人の主張を裏付ける回答を得ることはできなか

った。 

  



さらに、当時の顧問税理士及びＡ社にも照会したが、申立人の主張を裏

付ける回答を得ることはできなかった。 

なお、法人登記簿謄本により、昭和 57 年 11 月 24 日にＢ社が本店をＥ

区Ｆ地区からＧ区Ｈ地区に移転した際に、申立人は、代表取締役となって

いることが確認できる。 

このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

  



関東（埼玉）厚生年金 事案 7836 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20 年４月から 22 年 12 月まで 

  昭和 20 年４月から 23 年４月までの間、Ａ事業所（現在は、Ｂ事業

所）に勤務したが、申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が無

いので、調査の上、被保険者期間と認めてほしい。 

  

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の勤務実態に係る申立内容から、申立人が申立事業所に勤務して

いたことがうかがえる。 

 しかしながら、Ｂ事業所に照会したが、申立人の申立期間における勤務

実態及び保険料控除等について「不明。」と回答している上、当時の事業

主は所在不明であり、また、申立人と同日付けで厚生年金保険の被保険者

資格を取得している同僚も全員が所在不明であることから、申立人の勤務

の実態及び給与からの保険料控除等について確認することができない。 

また、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿により、申立人の被保険者

番号「＊」は、昭和 23 年１月 21 日付けでＡ事業所に払い出された払出番

号「＊から＊」の中の一番号であることが確認できるとともに、同事業所

の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、同年１月１日付けで、申立人

を含む社員５人が厚生年金保険被保険者として、前記払出番号によって連

番で資格を取得していることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無く、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

  

  

  



申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  




